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令和３年６月 「国家公務員法の一部を改正する法律」及び

「地方公務員法の一部を改正する法律」が成立

現行60歳の定年を

令和５年度から２年ごとに１歳ずつ段階的に引き上げて65歳とし、

以下の措置を講じる。

１．管理監督職勤務上限年齢制（役職定年制）の導入

２．定年前再任用短時間勤務制度の導入

３．情報提供・意思確認制度の新設

４．60歳に達した職員の給与に関する措置

Ⅰ. 定年引上げの概要

2



定年の段階的引上げについて
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■例外措置

Ⅱ-①.国から示されている制度の概要について
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組織の新陳代謝を確保し、組織活力を維持するため、管理職手当の支給対象となっている職の、
役職定年年齢を60歳を基本とする制度（但し、下記の例外措置を講ずることができる）

１．管理監督職勤務上限年齢制（役職定年制）

条件 例外措置の内容

職務の特殊性や補充の困難性がある職の場合

管理監督職勤務上限年齢制の適用除外

管理監督職勤務上限年齢の例外
（管理監督職勤務上限年齢61～64歳）

職員を他の職に異動させることで、公務の
運営に著しい支障が生じる場合

職務の遂行上の特別な事情等がある場合の
特例任用（現行の勤務延長制度と同要件）

特定管理監督職群の特例任用



Ⅱ-②.国から示されている制度の概要について
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60歳に達した日以後定年前に退職した職員について、本人の希望により、短時間勤務
の職に採用（任期は65歳まで）することができる制度

２．定年前再任用短時間勤務制

職員が60歳に達する年度の前年度に、60歳以後の任用、給与、退職手当に関する情報
を提供するものとし、職員の60歳以後の勤務意思を確認する制度

３．情報提供・意思確認制度

60歳を超える職員の給料月額は、60歳前の７割水準に設定

４．60歳に達した職員の給与に関する措置



現在の60歳超職員の能力の活用

Ⅲ-①.本市における制度構築にかかる課題
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・再任用職員として、長年の勤務で培った豊富な知識と経験を活用
・再任用職員もライン職（室長、課長代理等）や特命事項を担う職（副参事）
として管理職配置

円滑な業務運営と適正な組織バランスの確保
再任用職員のモチベーション維持を実現

定年退職時職制 現行再任用

理事【９級】 参事【７級】

部長【８級】 室長・副参事【６級】

参事・次長【７級】 課長代理【５級】



役職定年制（管理監督職勤務上限年齢制）について

Ⅲ-②.本市における制度構築にかかる課題
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役職定年制の原則（60歳に達した職員対象）
・管理職手当を支給されている職員を、管理監督職以外の職（係長等）に降任
・管理職手当を支給されていない職員は、定年まで降任されない

【原則どおり役職定年を実施した場合】

定年退職時 【参考】現行再任用 定年延長 暫定再任用

理 事【９級】 参 事【７級】

係 長【４級】

係 長【４級】
部 長【８級】 室長・副参事【６級】

参事・次長【７級】 課長代理【５級】

室長・副参事・課長【６級】 係 長【４級】

課長代理・副主幹【５級】

主 任【３級】 主 任【３級】係 長【４級】

主 任【３級】 主 任【３級】



8

Ⅲ-③.本市における制度構築にかかる課題

現行再任用制度を踏まえ、円滑な組織運営に
有効な仕組みを検討する必要がある

役職定年制導入により想定される課題

非管理職員（係長）の
増加に伴う組織バランス

の変化

管理職員の非管理職員へ
の降任により、経験や
知識がフル活用できなく

なる

能力を発揮する機会が
失われ、

モチベーション維持が
困難になる


